
▶応募資格 利 根 川 付 近 に
住む20歳以上の方

▶任　　期 7月1日㈫～平成
28年6月30日㈭（2年間）

▶内　　容 日 常 生 活 の 範
囲内で知り得た利根川の
情報を河川管理者に連絡
する　

▶謝　　金 月額4,500円程度
▶応募方法 応 募 要 項 と 応

募用紙を国土交通省利根
川上流河川事務所川俣出
張所で直接受け取るか、
郵送してもらい、必要事
項 記 入 の 上、5月9日 ㈮
までに同所に持参してく
だ さ い。【持 参 】〒348―
0051 羽 生 市 本 川 俣840  
国土交通省利根川上流河
川事務所川俣出張所

▶問い合わせ 同出張所☎563
―1992

　市では、起業家の育成や空き店舗などの有効活用を通じて、市内商業の活性
化や就業機会の拡大を図ることを目的に、「起業家支援事業」を実施しています。
　この制度は、空き店舗などを賃借し、新たに事業を開始しようとする方を
対象に、家賃ならびに出店に当たっての改装費用の一部を助成するものです。
▶助成内容

　※特定建築物…空き蔵、古民家などの歴史的建造物
▶対　　象 次の要件を全て満たしている方

・市内で事業を起こそうとする方
※加盟店および既に事業を営んでいる方による事業拡張は対象外

・市内の空き店舗などを活用して店舗などを設置しようとする方
・市税を完納している方
・許認可などを必要とする業種の起業に当たっては、既に当該許認可などを

受けている方、または当該許認可などを受けることが確実と認められる方
▶そ の 他 年度途中でも予算に達し次第、受け付けを終了します。なお、

公の秩序または善良な風俗を害する恐れがある起業で、市が支援を行うこ
とが適当でないと認められる場合は対象となりません。

▶問い合わせ 商工観光課商工振興担当(内線383)

河川愛護モニター
を募集します
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助成区分 条件など 交付率 助成限度額

空き店舗等
家賃助成

空き店舗などの賃借料
(消費税を除く)

※助成期間は36カ月
2分の1 月額50,000円

空き店舗等
改修費助成

空き店舗などの改修費
(消費税を除く)

※当初改修費のみ対象
2分の1

【100㎡以下の店舗など】
500,000円

【100㎡を超える店舗など】
1,000,000円

【特定建築物】
2,500,000円

空き店舗を活用した起業を応援します
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北彩タウン情報
加須市
第5回加須市民平和祭で全長100メートルのジャンボ
こいのぼり遊泳
▶日　　時 5月3日㈯※天候状態により、5月4日㈰

に順延することがあります。
【平和式典】午前10時
【メッセージこいのぼり掲揚】午前11時
【ジャンボこいのぼり遊泳】
（1回目)午前11時30分
（2回目）午後1時30分
※風速などによって遊泳時間が前後する場合があ

ります。
▶場　　所 利根川河川敷緑地公園（加須市大越2732

付近・埼玉大橋西側）
▶内　　容 全長100メートル、重さ330キログラ

ムの世界一大きい「ジャンボこいのぼり４世」が、
初めて加須の大空を泳ぎます。また、平和式典の
他、クラシックカーフェスタ、特産品の直売など
のイベントを行います。

▶問い合わせ 商業観光課☎0480―62―1111

羽生市
キヤッセ羽生ゴールデンウイークこどもまつり
▶日　　時 4月29日㈫、5月3日㈯・4日㈰・5日㈪

午前10時～午後4時
▶場　　所 キヤッセ羽生（羽生市三田ヶ谷1725）
▶内　　容 ムジナもんたちとの記念撮影、さかな

のつかみ取り、ふわふわトランポリンなど
▶問い合わせ キヤッセ羽生☎565―5255

でかけませんか　となりまちでかけませんか　となりまち

▶勤務期間 7月1日㈫から原則2年間
▶勤務日時 月～金曜日の午前8時30分

～午後5時15分
▶応募要件 平成26年7月１日現在で満

65歳未満の市内在住の方で、民間企業
などで管理職経験があり、シルバー人
材センター事業の推進に意欲がある方

▶募集人数 1人
▶待　　遇 同センターの規定による
▶選　　考 書類審査の上、5月中旬に

面接を予定
▶申し込み 履歴書、健康診断書、小論

文（応募動機または同センターの事業
推進についてのビジョン）を4月30日
㈬までに直接または郵送で同センター

【持参・郵送】〒361―0074 行田市旭
町13―24 （公社）シルバー人材セン
ター

▶問い合わせ 同センター☎556―5221

▶期　　間 8月8日㈮～11日㈪
▶内　　容 長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典への参加、長崎

市長表敬訪問、被爆地や被爆者への取材※取材記録や記事は
事務局へ提出　

▶対　　象 小学4年生～6年生とその保護者で、平和・原爆・
核兵器廃絶などに関心がある方　

▶募集人数 全国から18人（小学生1人とその保護者1人の9組）
▶参加費補助 長崎駅までの航空・鉄道往復運賃、主催者が用意

するホテルの宿泊費、取材補助経費（1組当たり10,000円）
▶応募方法 住所、参加者氏名（ふりがな）、性別、学年、参

加者の小学校名、電話番号（日中連絡可能なもの）、保護者
氏名（ふりがな）、性別、平和を願う一言メッセージを明記
の上、5月9日㈮（当日消印有効）までに、はがきまたはＥメー
ルで日本非核宣言自治体協議会事務局（長崎市平和推進課
内）※同協議会ホームページからＥメールでの応募も可【郵
送】〒852―8117 長崎市平野7―8 
日本非核宣言自治体協議会事務局

【Ｅ メ ー ル 】info@nucfreejapan.
com【ホームページ】http://www.
nucfreejapan.com

▶問い合わせ 同協議会事務局☎095―
844―9923

（公社）シルバー人材センター
常勤役員を募集します

親子記者事業参加者を募集します
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